
選
挙
管
理
委
員
会
1
66
◆

1
1
5
5

選
挙
事
務
ア
ル
バ
イ
ト

を
募
集
し
て
い
ま
す

投
票
事
務
ア
ル
バ
イ
ト
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
ア
ル
バ
イ
ト
は
登

録
制
で
選
挙
前
に
通
知
を
し
ま
す
。

勤
務
内
容　

選
挙
日（
日
曜
日
の

午
前
6
時
30
分
〜
午
後
8
時
30

分
）と
そ
の
前
日（
1
時
間
）の

選
挙
事
務

対　

象　

市
内
在
住
の
18
歳
〜
60

歳
ま
で
の
方

時　

給　

千
170
円（
予
定
）

申
し
込
み　

印
鑑
を
持
っ
て
、
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
行
政

課
内
）へ
。

長
寿
課
1
66
◆

1
1
7
6

愛
知
県
介
護
支
援
専
門
員
実
務

研
修
受
講
試
験
受
験
者
募
集

願
書
配
布
期
間　

5
月
27
日
㈮
〜

願
書
配
布
場
所　

長
寿
課
、
勤
労

福
祉
会
館　

受
験
資
格　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

① 

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
各
分
野

で
合
計
5
年
以
上（
一
部
対
象

は
10
年
以
上
）の
実
務
経
験
が

あ
る
方

② 
①
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
勤

務
地
が
愛
知
県
に
あ
る
方
、
ま

た
は
現
在
①
の
業
務
に
従
事
し

て
い
な
い
が
愛
知
県
在
住
の
方

試
験
日　

10
月
2
日
㈰

申
し
込
み
・
問
合
先　

6
月
3
日

㈮
〜
7
月
4
日
㈪
に
愛
知
県
社

会
福
祉
協
議
会
介
護
支
援
専
門

員
実
務
研
修
受
講
支
援
係（
☎

052
◆

212
◆

５
５
３
０
）

庶
務
課
1
66
◆

1
1
6
6

児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
・

補
助
員
登
録
者
募
集

勤
務
内
容

放
課
後
に
保
護
者
が
仕
事
な
ど

で
家
庭
に
い
な
い
小
学
生
を
児
童

ク
ラ
ブ
室
で
預
か
り
ま
す
。

勤
務
時
間

・
放
課
後
〜
午
後
6
時
30
分

・
土
曜
日
、
夏
休
み

　

午
前
8
時
〜
午
後
6
時
30
分

　
（
交
代
勤
務
）

※
平
日
の
み
、
夏
休
み
の
み
の
勤

務
も
可

資　

格

　

支
援
員　

保
育
士
証
ま
た
は
幼

稚
園
・
学
校
教
諭
免
許
を
有
す

る
方
な
ど

　

補
助
員　

子
ど
も
の
預
か
り
に

熱
意
の
あ
る
方（
資
格
は
問
い

ま
せ
ん
）

賃
金（
予
定
）

　

支
援
員　

1
時
間
930
円

　

補
助
員　

1
時
間
880
円

申
し
込
み　

履
歴
書（
写
真
添
付
）

を
庶
務
課
へ
。

そ
の
他
の

情
報

市
民
課
1
66
◆

1
1
1
0

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は

市
役
所
で
で
き
ま
す

取
扱
時
間　

午
前
9
時
〜
午
後
5

時
※
土
日
祝
休
日
・
年
末
年
始
を
除

く
取
扱
場
所　

市
民
課

対　

象　

日
本
国
籍
を
有
し
、
市

内
に
住
所
を
有
す
る
方

受
取
期
間　

申
請
日
か
ら
8
日
目

以
降（
閉
庁
日
は
除
く
）

消
防
本
部
総
務
課
1
68
◆

0
9
3
6

水
防
訓
練
を
行
い
ま
す

消
防
団
が
台
風
や
高
潮
な
ど
の

水
害
に
備
え
、
市
内
海
岸
各
所
に

設
置
さ
れ
た
防
潮
扉
と
樋
門
の
閉

鎖
訓
練
を
行
い
ま
す
。

と　

き　

6
月
26
日
㈰

　

午
前
9
時
〜
10
時
30
分

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

下
水
道
へ
の
接
続
を

下
水
道
に
は
、
汚
れ
た
水
を
浄

化
し
て
環
境
を
守
る
大
切
な
役
割

が
あ
り
ま
す
。
下
水
道
を
使
え
る

地
区
の
皆
さ
ん
は
、
ぜ
ひ
下
水
道

へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。
宅

地
内
の
接
続
工
事
は
、
下
水
道
排

水
設
備
指
定
工
事
店
が
行
い
ま

す
。汲

み
取
り
便
所
か
ら
水
洗
便
所

へ
の
改
造
や
、
浄
化
槽
を
撤
去
し

て
下
水
道
接
続
工
事
を
行
う
場
合

無
利
子
の
融
資
を
あ
っ
旋
し
て
い

ま
す
。
下
水
道
課
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

子
育
て
支
援
課
1
66
◆

1
1
0
8

児
童
手
当
現
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ

て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
児
童
手

当
を
受
給
で
き
る
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
た
め
、
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。
用
紙
を
5
月
下
旬
に

発
送
し
ま
す
の
で
、
6
月
1
日
㈬

〜
30
日
㈭
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

危険物は
安全に取り扱い扱いましょう
6月5日（日）～11日（土）は「危険物安全週間」
「危険物決めろ無事故のストライク」
　危険物は、私たちの生活を豊かにする製品
の原料として、また自動車や石油ストーブの
燃料としても利用されています。しかし一方
で、火災を起こしやすい性質を持った化学物
質でもあります。
　この物質を便利なものとして重宝するか、
災害の元凶として嫌うかは、扱う人の心掛け
と行動で決まります。
　危険物に対する正しい知識を身につけま
しょう。
○危険物は子どもの手の届かない所に置く。
○高温になる場所に置かない。
○容器のふたは確実に閉める。
○使用中は、定期的に換気をする。

2016.6

24

消防本部予防課  ☎68◆0938


